
状況により 

大島高等学校全日制 緊急時対応手順 

                           

１ 平常授業時 

                               

災 害 発 生        

 

   指示・伝達 

災害対策本部                 避  難 

      校長・副校長 

                  報 告 

 

 

      

通報・連絡・情報収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

生徒の携帯電話による家庭へ

の連絡許可 

帰 宅 

 

 

 

 

 

 

  初期消火     搬 出 

 

 

 

 

 

 

 （授業担当者もしくは担任） 

①人員確認（出席簿携帯） 

②ガス元栓閉、消灯 

③安全確認 

④窓、扉開放（地震時のみ） 

⑤本部の指示（放送等）で誘導・

避難 

副校長 事務Ａ勤 

□消防本部（２－０１１９） 

□町役場（２－１４４１） 

□大島警察（２－０１１０） 

□医療センター（２－２３４５） 

□保健所（２－１４３６） 

□教育庁大島出張所（２－４４５１） 

□都立学校教育部管理係（０３－５３２０－６７４３） 

□指導部管理課（０３－５３２０－６８３２） 

□指導部教育指導課（０３－５３２０－６８４５） 

□経営支援センター（０３－３４６９－９７９３） 

□大島海洋国際高校（４－０３８５） 

□大島測候所（２－１４９０） 

□東大地震研究所（２－３７６７） 

□東海汽船（２－２３１１） 

第一避難場所

体育館 

第二避難場所 

生徒玄関前中庭 
指 示 

指 示 

手段のある生徒 手段のない生徒 

消火不能の場合 

避難者を確認後

防火シャッター 

降下 

安全な場所に搬

出、保管、整理

（事務室及び職

員室等の資料） 

状況により帰宅 ①家庭に連絡 

②学校で待機 

指 示 

待機生徒及び地

域住民の避難場

所の確保 

安否を学校に 

電話連絡 



２ 通学・通勤途中 

（１）生 徒 

               災害発生 

 

               

 

               登 校 中 

 

 

 

     学校に近い       自宅に近い 

       

 

 

    登校、再登校        帰 宅 

        

 

                

   人員確認（担任）    安否を学校に電話連絡 

 

 

   

            災害対策本部（校長・副校長） 

                情報収集 

 

 

 

（２）教職員 

               災害発生 

     

 

 

          

その場の状況で出勤、帰宅を判断 

         

    

 

           

学校（副校長）に緊急対応の連絡、確認                                                        

                                                                 

自
分
の
判
断
で
行
動 

報 告 


